
ＡＯ方式 自己推薦選考(２次～５次) 

ＡＯ方式 自己推薦選考は、勉学、文化・芸術活動、社会活動、スポーツ等に積極的に取り組み、そこで培ったこ

とを、本学各学科・専攻での学びに積極的に活かそうとする意欲と熱意を持つ人を対象として行う選考です。 

  自己推薦選考は、ＡＯ方式選考１次では行いません。 

(1)出願資格 

次の①～③のすべての項目に該当し、入学後の学習目標を明確に持っている者です。 

ただし、②は該当する項目により、エントリーシート提出時に、それぞれ証明書類の提出が必要となります。 

①次のいずれかに該当する者 

a 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した者および 2019年 3月卒業見込みの者 

b 通常の課程による 12年の学校教育を修了した者および 2019年 3月修了見込みの者 

c 学校教育法施行規則第 150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者 

(例:高等学校卒業程度認定試験合格者)および 2019年 3月 31日までにこれに該当する見込みの者 

d 本学の個別の入学資格審査により、上記に該当すると認められた者(入試広報課までお問い合せください) 

 

②過去 3年間の活動実績が、次のいずれかに該当する者 

a 文化、芸術活動に優れた実績のある者 

 ・活動実績を証明するものを添付してください。(コピー可) 

b ボランティア活動等で社会貢献をしている者(授業の一環や短期間のボランティアは対象外とします) 

・活動先が発行した活動を証明する書類を添付してください。(書式は自由) 

c 競技領域に優れた実績のある者 

 ・活動実績を証明するものを添付してください。(コピー可) 

d 各種の公的な資格を有する者 (本学での学びへの関連が必要です) 

・公的資格等を証明するものを添付してください。(コピー可) 

 

主な各種公的な資格については、以下のとおりとなります。 

英語検定準 2級以上、日本語検定 3級以上、日本漢字能力検定準 2級以上、 

日商簿記検定 3級以上、全商簿記検定 2級以上、全商情報処理検定 2級以上、 

全工情報技術検定 2級以上、色彩検定 3級以上、家庭科技術検定食物 1級、 

調理師免許(取得見込みを含む)、など 

 

e 高等学校の教科で特に優れた科目のある者(本学での学びへの関連が必要です) 

・原則、証明書類の提出は不要です。 

f その他 

 

③本学への進学を強く希望し、合格した場合必ず本学へ入学する者 

 

 

※実績や提出書類についてのご質問・ご相談は、鳥取短期大学 入試広報課までお問い合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2)エントリーシート等の提出 

エントリーシート受付期間内必着で、巻末の「ＡＯ方式 自己推薦選考 エントリーシート」、「調査書」、および(1)

出願資格②過去 3年間の活動実績で該当する項目の「該当する活動実績を証明する書類」を提出してください。提出

書類を審査したのち、審査結果を通知します。一度提出された書類は、返還することができません。 

(3)出願手続 

審査の結果、面談の実施が決定した場合は、面談日当日に以下の出願書類一式を持参してください。 

出
願
書
類
一
式 

① 入学願書 学生募集要項の巻末にある本学所定の用紙 

② 写真(1枚) たて 4㎝×よこ 3㎝ (入学願書に貼付してください) 

③ 合否通知書送付用切手 660円分の切手(簡易書留・配達日指定扱い)  

④ ＡＯ方式選考料 25,000円 

※一度提出された出願書類一式は、返還することができません。 

(4)選考方法 

面談・書類審査の結果を総合して判定します。 

(5)選考日程 

日程 
エントリーシート 

受付期間 
面談日 面談会場 合格発表 入学手続締切日 

２次 
10月 1日(月)～ 

10月 5日(金)17時必着 
10月 16日(火) 

本学 

10月 21日(日) 10月 26日(金)17時必着 

３次 
11月 26日(月)～ 

11月 30日(金)17時必着 
12月 10日(月) 12月 16日(日) 1月 11日(金)17時必着 

４次 
2月 12日(火)～ 

2月 18日(月)17時必着 
2月 24日(日) 3月 3日(日) 3月 15日(金)17時必着 

５次 
2月 25日(月)～ 

3月 1日(金)17時必着 
3月 11日(月) 3月 17日(日) 3月 22日(金)17時必着 

・予定人員になり次第、募集を終了します。 

・面談が一回で完了しなかった場合は、別日程で面談を複数回実施することがあります。 

・選考結果は、本人宛に文書で郵送します。電話でのお問い合せには応じられません。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


